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対象範囲 

○公共施設等の老朽化の進行 

○人口減少、高齢化の進行 

○厳しい財政運営 

本町における公共施設等の全体を把握するとともに、公共施設

等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し、長期

的な視点を持って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進 

川根本町文化会館 

 

・インフラ資産：道路、農道、林道、

橋りょう、水道施設、温泉施設（管

路）、公園、防火水槽 

○町が保有する公共施設等 
 
・公共施設：集会施設、学校、保育

園、町営住宅、町役場などの公共

建築物 

     出典：実績値は「国勢調査」、推計値は「川根本町人口ビジョン」（2020年に高齢化率 45％を維持するための人口推計） 

・人口減少、高齢化が進行。平成 52年（2040年）には約 5千人まで減少する見込み 

⇒町民ニーズの変化に対応するために、施設の規模や配置などの適正化が課題 
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背景 目的 

●公共施設等総合管理計画とは？ 

平成 29年度（2017年度）から平成 68年度（2056年度）までの 40年間 

【人口の現状と見通し】 

●公共施設等の現状及び将来の見通し 

 

 

計画の位置づけ 

○本町の今後の公共施設等の管理に関する基本的な方針（総論）

を示すものであり、個別施設ごとの具体的な対応方針（各論）

を定めた個別施設計画の指針となるもの 
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※扶助費：社会保障制度の一環として、生活保護法などの各種法令に基づいて支払われる経費、及び地方公共団体が単独で行っている住民福

祉に要する経費 

・歳入 生産年齢人口の減少に伴う地方税の減収などにより、厳しくなる財政運営 

・歳出 高齢化の進行などにより、扶助費は増加傾向 

⇒今後の厳しい財政状況を見据えて、施設の維持管理・運営にかかるコストの縮減や財源の

確保が必要 

 

【公共施設の建築年度別延床面積】 

・これまで多くの公共施設を整備。190施設（延床面積：約 8.4万㎡）を保有 

・建築後 30年以上を経過した公共施設は、総延床面積の約 52％であり、老朽化が進行 

・学校教育系施設は、総延床面積の約 37％を占める 

⇒今後、多くの老朽化した施設の更新等（建替えや大規模改修など）の時期が到来 
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※平成 27年度調査時点 

【歳出（普通会計）の推移】 
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現在の公共施設等の 

更新等費用（年間）※１ 

将来の公共施設等の 

更新等費用（年間）※２ 

今ある施設を保有

し続け、更新等を 

していく場合 

※１：公共施設等にかかる投資的経費（改修や更新等の整備にか

かる経費）の平成 22年度～平成 26年度の年平均 

 

※２：今後 40年間の公共施設等の更新等費用の年平均。「公共施

設等更新費用試算ソフト」（総務省監修）により試算 

【公共施設等の将来の更新等費用の見通し】 

【インフラ資産の保有量】 

（2）コストの縮減と財源確保 

◯民間活力の導入、省エネルギー対策、未利用財産の処分、受益者負担の適正化などの様々な

取組により、施設の維持管理や運営にかかるコストの縮減と財源の確保を図ります。 

【公共施設等の今後の取組目標】 

（3）計画的な施設の保全 

◯予防保全型の計画的な維持管理により施設の安全性や性能を確保するとともに、更新や改

修にかかる費用を抑制・平準化し、財政負担の軽減を図ります。 

（1）施設の規模や配置の適正化 

◯将来のまちづくりを見据え、地域特性、住民ニーズ、財政事情などを勘案し、必要となる公

共サービスを確保しながら、施設の規模や配置の適正化を図ります。 

公共施設  ： 新規整備の抑制、既存施設の統廃合などにより、保有量を縮減する 

インフラ資産：既存施設の保全に重点を置き、持続可能な施設保有を目指す 

  

 

 

・多くのインフラ資産（道路、橋りょ

う、水道施設など）を保有 

⇒今後、多くの老朽化した施設の更新

等（舗装の打替え、橋りょうの架替

え、水道管の布設替えなど）の時期

が到来 

 

※平成 26年度末現在 

・施設の将来の更新等には多額の費用

を要するため、すべての施設を維持

するための財源確保は困難 

⇒更新や改修にかかる費用の抑制・平

準化が必要 

 

●公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

約 11.4 億円 

約 17.3 億円 

分類 種別
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●推進体制 

【全庁的な取組体制の構築】 

【情報の一元管理】 

（1）点検・診断等の実施方針 

■計画的な点検・診断の実施  

■メンテナンスサイクルの構築 

【公共施設等の管理に関する基本的な考え方】 

（2）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■予防保全型の維持管理  

■計画的な更新等の実施 

■時代の要請や町民ニーズへの対応  

■効率的・効果的な維持管理・運営  

（3）安全確保の実施方針 

 ■劣化や損傷等への措置 

 ■危険施設等への措置 

（4）耐震化の実施方針 

■耐震化の推進 

（5）長寿命化の実施方針 

■長寿命化の推進 

 

※本概要版は、「川根本町公共施設等総合管理計画」を要約・抜粋したものです。 

（6）統合や廃止の推進方針 

■施設総量の適正化 

 

（7）総合的かつ計画的な管理を実現するた

めの方策 

■職員の意識啓発や技術向上 

■補助制度等の活用 

■広域連携 

■民間事業者との連携 

■町民との協働・連携 

■受益者負担の適正化 

■施設等の有効活用による財源確保 

【フォローアップの実施方針】 

 

 

（1）PDCAサイクルによる計画の推進 

○PDCA(計画・実施・評価・改善)

サイクルにより取組の進捗管理

や改善を行い、本計画を着実に推

進 
 

（2）町民との情報共有 

○取組状況等の議会報告、町のホー

ムページや広報等を活用した情

報公開 
 

（3）個別施設計画の策定 

○今後は、本計画に基づき、「個別

施設計画」等を策定し、公共施設

等マネジメントの取組を推進 


